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平成25年度
住宅関連施策の
おしらせ

建築需要促進事業 住宅リフォーム総合支援事業
新築 増・改築、修繕等

付属建物（車庫、作業所
及び物置）

住宅、店舗、付属建物（車
庫、作業所及び物置） 対象物件 住宅

対象物件の新築
対象物件の増改築及び修繕
工事、給排水衛生施設整備
工事

対象工事
５要件（部分補強、省エネ化、バリアフリ
ー化、県産木材使用、克雪化）のいずれか
を含む工事

工事請負金額が20万円以上 工事請負金額の下限 工事請負金額が50万円以上
町内業者（白鷹町商工会員かつ町内に事業所があり、
対象工事を施工できる法人または個人）であること 施工業者

県内業者（県内に本店・本社がある法人ま
たは個人事業者）であること

■白鷹町内に住所を有する者　
■町税等の滞納がないこと

申請者（施主）の要件 ■白鷹町内に住所を有する者　
■町税等の滞納がないこと

介護保険制度との併用は不可 その他補助金との
併用について

介護保険、他の補助金、県制度融資、エコ
ポイントとの併用は不可

工事費の10％分（上限５万円）　
※白鷹町商工会が発行する商品券により給付

支援内容（補助額） 工事費の10％分（上限20万円）

白鷹町商工会　☎85-0055 手続き・問い合わせ窓口 建設水道課　☎85-6140

⇦　　⇨併用できません

【制度の違い（概要版）】
「建築需要促進事業」または「住宅リフォーム総合支援事業」のどちらか一方をお選びください
（注１）申し込みは事業期間内で１回に限ります。　（注２）両事業の併用はできません。

詳しくはお問い合わせください

❶❶❷❷

平平平平
住住住住住住住住住住
おおおおおおおお




